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議
員
が
市
民
に
対
し
、
お

金
や
物
を
贈
る
こ
と
は
、
公

職
選
挙
法
で
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
市
民
が
議
員
に
対

し
寄
付
を
求
め
る
こ
と
も
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

公
職
選
挙
法
に
よ
る

禁
止
行
為

◇
議
員
の
寄
付
禁
止

◇
議
員
へ
の
寄
付
勧
誘
・

要
求
の
禁
止

　

議
員
は
市
民
に
対
し
、
答

礼
の
た
め
の
自
筆
に
よ
る
も

の
を
除
き
、
暑
中
見
舞
状
、

年
賀
状
な
ど
の
時
候
の
あ
い

さ
つ
状
（
電
報
な
ど
も
含
ま

れ
ま
す
）
を
出
す
こ
と
は
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

◇
時
候
の
あ
い
さ
つ
状 

な
ど
の
禁
止

　

こ
れ
ら
に
違
反
す
る
と
罰

せ
ら
れ
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ま
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ハスとアジサイが咲いていました＜綾南公園にて＞

●
幼
児
教
育
・
保
育
「
無
償
化
」

に
お
け
る
量
と
質
の
向
上
を

　

Ｑ　

市
に
指
導
監
督
権
限
の
な

い
認
可
外
保
育
施
設
の
質
を
確
保

す
る
た
め
、条
例
を
制
定
し
て
は
。

　

Ａ　

国
は
現
在
、
認
可
外
保
育

施
設
の
質
を
確
保
し
、
向
上
さ
せ

る
施
策
の
検
討
を
進
め
て
い
る
。

国
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、
本
市

で
の
対
応
を
検
討
し
た
い
。

　

Ｑ　
　

月
か
ら
新
た
に
給
食
費

１０

が
実
費
徴
収
と
な
る
予
定
だ
が
、

給
食
は
保
育
の
根
幹
で
あ
る
た

め
、
無
料
化
を
検
討
し
な
い
か
。

　

Ａ　

国
は
保
護
者
負
担
を
原
則

と
し
て
い
る
が
、
今
後
、
他
自
治

体
の
状
況
を
見
な
が
ら
、
実
費
徴

収
の
範
囲
な
ど
を
検
討
し
た
い
。

　

Ｑ　

給
食
費
は
、
保
護
者
か
ら

の
申
し
出
に
よ
り
児
童
手
当
か
ら

徴
収
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
保

育
士
の
事
務
負
担
軽
減
と
滞
納
発

生
抑
止
の
た
め
、
民
間
施
設
も
含

め
、市
が
代
理
徴
収
で
き
な
い
か
。

　

Ａ　

国
の
資
料
で
は
給
食
費
は

施
設
と
利
用
者
間
の
私
債
権
で
あ

る
と
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、
各
施

設
で
徴
収
す
る
も
の
と
考
え
る
。

●
青
少
年
の
居
場
所
づ
く
り
と
市

民
活
動
セ
ン
タ
ー
の
拡
充
を

　

Ｑ　

本
市
に
は
青
少
年
セ
ン
タ

ー
が
な
く
、
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

も
非
常
に
手
狭
で
あ
る
。
現
在
使

用
し
て
い
な
い
旧
保
健
医
療
セ
ン

タ
ー
を
活
用
で
き
な
い
か
。

　

Ａ　

旧
保
健
医
療
セ
ン
タ
ー

は
、
老
朽
化
し
、
財
産
処
分
す
る

こ
と
が
庁
内
で
決
定
し
て
い
る
た

め
、現
在
、新
た
な
機
能
を
持
た
せ

て
の
利
活
用
は
考
え
て
い
な
い
。

保
育
所
な
ど
の
給
食
費
は
保
護
者

の
実
費
負
担
と
せ
ず
無
料
に

日
本
共
産
党　

上
田　

博
之

●
ス
ポ
ー
ツ
振
興
の
考
え
方
に
つ

い
て

　

Ｑ　

ス
ポ
ー
ツ
活
動
か
ら
得
ら

れ
る
経
験
や
学
び
は
、
子
ど
も
た

ち
の
人
生
に
大
き
く
影
響
す
る
と

考
え
る
が
、
将
来
を
見
据
え
、
ス

ポ
ー
ツ
振
興
を
強
化
し
な
い
か
。

　

Ａ　

地
域
で
は
、
子
ど
も
を
対

象
と
す
る
多
く
の
団
体
が
組
織
さ

れ
、
市
体
育
協
会
が
団
体
の
支
援

を
、
市
も
体
育
協
会
に
助
成
す
る

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
が
担
う
役
割
の

下
、
振
興
を
進
め
て
い
る
。

　

Ｑ　

ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
に
よ

る
市
民
へ
の
指
導
を
通
じ
、
流
入

人
口
を
増
や
す
と
と
も
に
、
本
市

の
Ｐ
Ｒ
に
つ
な
げ
て
は
。

　

Ａ　

ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
に
よ

る
各
教
室
は
、
市
や
事
業
者
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
周
知
し
て
い

る
。
市
や
市
体
育
協
会
で
は
、
他

自
治
体
と
の
交
流
試
合
な
ど
に
よ

り
Ｐ
Ｒ
を
行
っ
て
い
る
。

●
横
須
賀
水
道
路
の
今
後
の
活
用

に
つ
い
て

　

Ｑ　

市
道
の
認
定
後
、
子
ど
も

や
近
隣
住
民
が
、
水
道
路
で
交
通

事
故
に
遭
わ
な
い
よ
う
に
、
安
全

対
策
を
ど
う
図
っ
て
い
く
の
か
。

　

Ａ　

今
後
は
市
の
管
理
と
な
る

た
め
、
水
道
み
ち
公
園
前
の
道
路

線
形
や
交
差
点
改
良
、
歩
道
の
設

置
な
ど
を
含
め
、
安
全
対
策
の
方

法
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

Ｑ　

防
草
シ
ー
ト
で
の
り
面
を

覆
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
が
、
の

り
面
を
削
り
、
拡
幅
し
な
い
か
。

　

Ａ　

今
後
、
計
画
を
策
定
す
る

中
で
、
道
路
の
有
効
活
用
や
費
用

対
効
果
を
検
討
し
て
い
く
。

ス
ポ
ー
ツ
振
興
の
強
化
や
流
入

人
口
を
増
や
す
た
め
の
Ｐ
Ｒ
を

志
政
あ
や
せ　

金
江　

大
志

●
地
域
防
災
力
の
向
上
と
避
難
所

運
営
に
つ
い
て

　

Ｑ　

避
難
所
の
設
置
運
営
は
、

被
災
者
自
身
が
行
う
が
、
現
在
の

避
難
所
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
見
て

す
ぐ
に
開
設
で
き
る
の
か
。
ま

た
、
課
題
は
何
か
あ
る
か
。

　

Ａ　

現
在
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
完

全
で
は
な
い
た
め
、
昨
年
度
よ

り
、
避
難
所
の
開
設
や
運
営
に
特

化
し
た
防
災
訓
練
を
実
施
し
、
よ

り
実
践
的
な
も
の
に
見
直
し
を
し

て
い
る
。
荷
物
の
搬
出
入
に
台
車

が
必
要
な
ど
、
訓
練
で
得
た
課
題

の
解
決
を
図
り
、
避
難
所
の
質
を

向
上
し
て
い
き
た
い
。

　

Ｑ　

災
害
直
後
は
避
難
所
の
混

乱
が
予
想
さ
れ
る
。
開
設
に
必
要

な
行
動
を
図
解
入
り
で
簡
潔
に
記

載
し
た
フ
ァ
ー
ス
ト
ミ
ッ
シ
ョ
ン

ボ
ッ
ク
ス
を
導
入
し
て
は
。

　

Ａ　

本
年
度
の
総
合
防
災
訓
練

で
参
加
者
に
紹
介
し
、
ア
ン
ケ
ー

ト
で
意
向
を
確
認
し
た
上
で
、
導

入
の
判
断
を
し
て
い
く
。

　

Ｑ　

地
域
防
災
リ
ー
ダ
ー
の
課

題
と
、
今
後
の
在
り
方
は
。

　

Ａ　

高
齢
化
や
リ
ー
ダ
ー
相
互

の
情
報
共
有
が
で
き
て
い
な
い
な

ど
の
課
題
が
あ
る
。
地
域
住
民
の

防
災
意
識
向
上
を
担
う
新
た
な
リ

ー
ダ
ー
を
育
成
す
る
と
と
も
に
、

組
織
化
を
図
り
、
定
期
的
な
情
報

交
換
な
ど
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

　

Ｑ　

災
害
時
に
役
立
つ
名
簿
を

作
成
し
て
い
る
自
治
会
が
あ
る
と

聞
い
た
が
、
自
治
会
長
連
絡
協
議

会
な
ど
で
情
報
共
有
し
て
は
。

　

Ａ　

自
治
会
長
連
絡
協
議
会
で

の
情
報
提
供
を
し
て
い
く
。

避
難
所
の
質
と
地
域
防
災
力
の

向
上
を
目
指
し
た
取
り
組
み
は

新
政
会　
　
　

笠
間　

功
治

理
な
待
遇
差
の
解
消
と
い
う
趣
旨

を
踏
ま
え
、
制
度
設
計
を
図
る
。

　

Ｑ　

制
度
移
行
後
に
、
期
末
手

当
や
賃
金
の
上
昇
分
な
ど
、
必
要

な
財
源
を
ど
う
確
保
す
る
の
か
。

　

Ａ　

本
年
４
月
に
総
務
省
の
調

査
が
あ
り
、
財
源
確
保
に
向
け
調

整
す
る
と
説
明
を
受
け
た
。
今
後

も
国
の
動
向
を
注
視
し
て
い
く
。

　

Ｑ　

臨
時
的
任
用
職
員
や
一
般

職
及
び
特
別
職
非
常
勤
職
員
か
ら

移
行
す
る
人
数
の
見
込
み
は
。

　

Ａ　

臨
時
的
任
用
職
員
の　
 ２８

人
、
一
般
職
非
常
勤
職
員
の
５
４

８
人
は
全
員
が
、
特
別
職
非
常
勤

格
差
を
是
正
す
る
会
計
年
度
任
用

職
員
制
度
の
導
入
に
向
け
て

二
見　
　

昇

●
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
条
例
化

に
向
け
て
の 
進 しん 　
  �
状
況
に
つ
い
て

ち
ょ
く

　

Ｑ　

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度

の
導
入
は
、
同
一
労
働
同
一
賃
金

と
し
、
正
規
職
員
と
非
正
規
職
員

の
不
合
理
な
待
遇
差
を
是
正
す
る

こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
が
、市
は
ど
う
捉
え
て
い
る
か
。

　

Ａ　

会
計
年
度
任
用
職
員
の
職

務
内
容
や
責
任
の
程
度
は
、
常
勤

職
員
と
異
な
る
設
定
と
す
べ
き
と

さ
れ
、
ど
こ
ま
で
が
同
一
労
働
同

一
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
内
容
と

な
る
か
、
職
員
組
合
と
も
協
議
を

し
な
が
ら
検
討
し
て
い
る
。
不
合

職
員
は
７
２
６
人
中
、　

人
が
移

１４

行
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

　

Ｑ　

総
務
省
の
通
知
で
は
、
職

務
遂
行
上
必
要
と
な
る
知
識
や
学

歴
、
経
験
な
ど
の
要
素
を
考
慮
す

べ
き
と
し
て
い
る
が
、
通
知
を
踏

ま
え
た
給
与
水
準
と
す
る
の
か
。

　

Ａ　

職
務
の
遂
行
に
必
要
な
資

格
や
経
験
な
ど
の
要
素
は
、
今
後

調
整
し
て
い
き
た
い
。

市の鳥「かわせみ」


